
 

事 務 連 絡  

令和３年 10 月 29 日  

 

都内の専修学校及び各種学校 御中 

 

東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 

新型コロナウイルス戦略的検査推進担当  

 

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング検査の御案内 

 

 専修学校及び各種学校におかれては、日頃より、東京都の施策に御理解・御協

力をいただき、また、新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組んでいただ

いていることに対し、改めて感謝申し上げます。 

 現在、都内の感染状況は改善傾向にあり、新規陽性者数は減少しています。し

かしながら、ワクチンを 2 回接種した後も感染する可能性があり、軽症や無症

状でも周囲の人に感染させるリスクがあるため、引き続き感染リスクの高い行

動を避けるとともに、基本的な感染防止対策を徹底する必要があります。 

このような状況を踏まえ、都では、感染者がいた場合にクラスターとなりやす

い集団や人流のある場所など、リスクに応じた検査を実施し、感染者を早期探知

するとともに、感染状況を把握するためのモニタリング検査を継続することと

いたしました。つきましては、貴学の学生・教職員等の皆様にも是非御参加いた

だきたく、下記のとおり御案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング検査 

都では、繁華街、大学、専修学校、各種学校、企業・事業所、空港、駅等に

おいて、無症状者の方に PCR 検査を受検していただくことにより、感染状況

を把握して感染拡大の端緒を適切に捉え、感染者を早期に探知するための検査

（モニタリング検査）を実施しています。本検査の趣旨・目的に御賛同いただ

ける場合は、是非御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 



 

２ 実施主体 

東京都（民間検査会社に事業委託） 

 

３ 実施期間 

  令和３年１１月から令和４年３月まで（予定） 

 

４ 費用 

  無料（ただし、本検査の結果、陽性の疑いが生じた方の本検査後の診療費等

を除く。） 

 

５ 検査の実施方法 

（１）個人検査型（郵送対応） 

・実施団体様による検査への参加申込み後、団体に所属する個人が WEB 上で

検査の申込みを行い、その個人宅等へ検査キットを送付いたします。その後、

検査キットを受け取った個人が自宅等で検体を採取し、郵便局の窓口から検

査所に検体を送付する方法です。 

・以下のサイクルを定期的に繰り返す実施方法を想定しています。スケジュー

ルについては、参加申込後、個別に調整させていただきます。 

 【検査の流れ】 

①団体内での検査を実施することの対象者への周知 → ②参加者個人が

web 申込 → ③参加者個人が自宅等で検体を採取し、郵便局窓口から検体

を検査会社に送付 → ④検査会社でＰＣＲ検査 → ⑤結果通知（参加者個

人及び団体責任者） 

（２）団体取りまとめ型 

実施団体様に検査キットをお預けし、団体内で、モニタリング検査参加者

に対し、検査の実施方法等を御説明いただいた上で、キットを配布していた

だく方法です。検体の回収は、①個人で郵便局の窓口又は郵便ポストから検

査所に検体を送付する方法又は②団体様で検体を取りまとめていただき、配

送業者がまとめて回収に伺う方法となります。 

 

６ 検査結果のご連絡 

（１）受検者本人 

・検査所に検体到着後おおむね３日以内に、メールで結果を通知します。 

・陽性疑いと判定された方に対しては、事前の同意（「７ 同意事項」参照）

に基づき、メールに加えて電話により、検査会社の提携医療機関若しくはか



 

かりつけ医への受診を勧奨させていただきます。 

（２）実施団体 

・御希望に応じて、実施団体様へ検査結果の御報告が可能です。 

・陽性疑い者が発生した場合は発生の都度、陽性疑い者が発生していない場合

は、一定期間まとめての御報告とさせていただきます。 

 

７ 同意事項 

本検査は以下の事項に、事前の同意をいただける方を対象に任意で参加して

いただく検査となります。 

 【事前同意事項】 

①万が一陽性反応が出た場合、必ず医療機関を受診していただくこと 

②実施団体及び都へ検査結果を共有していただくこと 

  ◆都へ提供される情報 

   Ct 値、業種、職種、性別、生年月日、唾液採取日、検体採取場所、住所

（区市町村まで）、ワクチン接種状況、陽性・陰性の結果 

   ※東京都では、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人が特定できる情

報は収集しません。 

  ◆実施団体へ提供可能な情報 

   検査件数、検査結果（陰性、陽性疑い、判定不能の別） 

※御希望に応じて、氏名、電話番号、メールアドレスのお知らせが可能で

す。 

 

８ 事後調査への御協力のお願い 

陽性疑いとなった場合、受検者御本人様に対して、医療機関受診後の状況や

濃厚接触者の発生状況等の事後調査を行いますので、御協力をお願いします。

アンケートは、御登録いただいた個人のメールアドレス宛に送らせていただき

ます。 

 

９ 参加方法 

電話及びメールで、以下の連絡先まで参加の意向をお知らせください。メー

ル送信後、電話で御連絡をいただくようお願いします。東京都及び委託先の検

査会社から実施方法等の詳細を御説明します。なお、既に東京都新型コロナウ

イルス感染症モニタリング検査に御参加いただいている場合は、担当者宛に直

接御連絡ください。 

 



 

  【連絡先】 

   東京都福祉保健局 感染症対策部 防疫・情報管理課 戦略的検査推進担当 

   電話番号（直通）：０３－５３２０－４４８５ 

            ０３－５３２０－７１８４ 

   メールアドレス ：S0415102@section.metro.tokyo.jp 

 

  【メール件名（例）】 

   （団体名）東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング検査への参加について 

 

  【メール本文に御記入いただきたい事項】 

   分かる範囲で構いませんので、以下の事項をお知らせください。 

   ・参加希望団体様の連絡先 <必須> 

   ・検査対象人数（団体内で検査実施を周知する対象者） 

   ・検査実施のスケジュール（上記５の検査方法をいつから、どの程度の間

隔で実施するか） 

 

10 留意点 

・無症状の方に対して行うスクリーニング検査です。医師の診断や陰性証明は

ございません。 

・感染状況の把握を目的とした調査であり、都として実施場所は公表していま

せんが、実施団体様の判断で公表し、感染防止対策のＰＲ等に活用していた

だくことは差し支えありません。 

・公費で実施する検査であり、申込された方が必ず検体を返送していただくよ

う、団体内での周知徹底をお願いします。 

・結果が陰性の場合でも、引き続きマスクや手指消毒、ソーシャルディスタン

スの確保など、感染予防を徹底してください。 

・実施確定後の打ち合わせにおいて、具体的な進め方などを御相談させていた

だきます。 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

東京都 福祉保健局 感染症対策部  

防疫・情報管理課 戦略的検査推進担当  

直 通 ０３－５３２０－４４８５ 

０３－５３２０－７１８４ 

メール S0415102@section.metro.tokyo.jp 



モニタリング検査のご案内 ①
東京都では、繁華街、大学、企業・事業所、空港、駅等において無症状者の方にPCR検査を受検していただく
ことにより、感染状況を把握して感染拡大の端緒を適切に捉え、感染者を早期に探知するためのモニタリング
検査を行っています。本検査の趣旨・目的に御賛同いただける場合は是非ご協力ください！
＊実施主体：東京都（民間検査会社に事業委託） ＊実施時期：～令和４年３月末≪予定≫

【モニタリング検査のポイント】

・無症状の方に行うスクリーニング検査です。

・費用は無料です（陽性疑いとなった方の診療費除く）。

・綿棒を使った簡便で負担の少ない検査方法です。

・感染防止への意識向上など感染防止対策の
一環として取り組んでいただくことで、
安心で安全な環境の確保に繋がります。

※ 感染状況の把握を目的とした調査であり、都と
して実施場所は公表していません（実施団体様
のご判断で公表し、感染防止対策のＰＲ等に
活用していただくことは差し支えありません）。

※ 陰性証明の発行は行っておりません。

【事前同意事項】

・本検査は、
①万が一陽性反応が出た場合は必ず医療機関を受診
②実施団体及び都が検査結果を共有
の２点に事前に同意いただける場合に、任意で受検
していただくＰＣＲ検査です。

※都へ提供される情報：業種、職種、性別、生年月日、
検体採取日・採取場所、住所（区市町村まで）、
ワクチン接種状況、検査結果 ≪個人が特定できる氏名、
電話番号、メールアドレス等の情報は収集しません≫

※実施団体へ提供可能な情報：検査件数、検査結果
≪ご要望に応じて、氏名、電話番号、メールアドレス

のお知らせ可能≫

【検査の結果】

・ご本人への連絡
➡ 検査所に検体到着後おおむね３日以内にメールで結果を通知
※ 陽性疑いの場合は、電話でも受診を勧奨します。
※ 陽性疑いの場合は、ご本人様に対して、医療機関受診後の状況や濃厚接触者の発生状況等の事後調査を

行います。

・実施団体様への連絡
➡ ご希望に応じて、実施団体様へも検査結果をご報告することが可能です。

＊陽性疑い者が発生した場合は発生の都度、陽性疑い者が発生していない場合は一定期間まとめての報告となります。

団体様向け



【連絡先】

東京都 福祉保健局 感染症対策部 防疫・情報管理課 戦略的検査推進担当
電話番号（直通）：０３－５３２０－４４８５
メールアドレス ：S0415102@section.metro.tokyo.jp

※お電話で先にご一報をいただくようお願いいたします。

【検査の方法：個人検査型（郵送対応）】

・実施団体内で検査実施の周知を行っていただいた後、団体に所属する個人が、WEB上で
検査の申込を行い、その個人宅等へ検査キットを送付

・検査キットを受け取った個人が、自宅等で検体を採取し、郵便局の窓口から検査所に検体を送付（後日、
メール等で結果をお知らせ）

モニタリング検査のご案内 ② 団体様向け

≫ 検査が大切な様々な理由 ≪

実施に関する詳しい
ご説明や、実施時期、方法、

規模などに関する
ご相談に応じます。

⦿ 感染が落ち着いている“今”
だからこそ、検査を行うこと
で、万が一陽性者が発生した
場合に、早期
対応につなげ、
感染拡大を防止
しましょう！

⦿ 感染していても
症状が現れず、
感染に気付かな
いことがあります。知らずに、
家族、友人、同僚を感染させて
しまうことを防ぐため、検査を
受けましょう！

⦿ ワクチン接種後に感染した事
例も報告されています。

引き続き、感染予防
のひとつとして、
検査を活用してくだ
さい！

mailto:S0415102@section.metro.tokyo.jp

